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独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
文
部
科
学
省
令
第
二
十
六
号
）

○
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
五
十
一
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
災
害
共
済
給
付
）

（
保
育
所
等
の
災
害
共
済
給
付
）

第
七
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
災
害
共
済
給
付
に
つ
い
て
は

第
七
条

法
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
等
及
び
特
定
保
育
事
業
の
災
害

、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十

共
済
給
付
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第
二
項
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、

八
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
並
び
に
附
則
第
一
条
の
二
及
び
第
一
条
の
三
の
規
定
を

準
用
す
る
。


